
ジュニアチャレンジマッチ ランキング 
Japan Junior Challenge Match 

■ 主旨 

沢山の試合経験を通じて、心身の成長・競技者として技術の向上の一助になる大会を目指しています。

ジュニア選手のモチベーション向上や定量的な目標として 目指せるランキング制度を採用いたします。 

■大会レベルと参加レベル目安 

名称 参加レベル目安 

Ｓ１ 試合にはじめて出場する方、これから公式大会を目指す方 

Ｓ２ 既に公式大会に出場をしている選手 

 

■ランキング制度 

 ランキングポイントは【ベースポイント】と【人数ポイント】を加算し計算します。 

（ベースポイント表） 

種目 レベル 優勝 準優勝 ベスト 4 ベスト 8 3・4位Ｗ 

10歳以下 
Ｓ1 23 16 8 3 2 

Ｓ2 38 26 13 5 3 

12歳以下 
Ｓ1 38 26 13 5 3 

Ｓ2 63 42 21 8 4 

14歳以下 
Ｓ1 63 42 21 8 4 

Ｓ2 104 70 35 14 7 

16歳以下 
Ｓ1 104 70 35 14 7 

Ｓ2 172 115 57 23 11 

オレンジ   15 10 5 2 1 

※ 3・4位Ｗは 3・4位トーナメントの勝者に付与されるポイント サイト上では 3位と表記されます 

 

 

 

 



（人数ポイント表） 

参加者数 1-5人 6-10人 11-15人 16-20人 21-25人 26-30人 

ポイント 5 6 11 16 20 26 

 

例）10歳以下で 10人参加のＳ1 の試合で優勝した場合 

   ベースポイント 「23 ポイント」 + 人数ポイント「6 ポイント」 → 29 ポイント 

■発表/更新/反映 

・ランキングはカテゴリ年齢※で表記します 

・更新/反映は毎週金曜日に「スポ人」「NEWS&TOPICS」において発表します 

 

※カテゴリ年齢 

年齢基準でのランキングとなります。 例）12歳以下→200●年●月●日以降生まれの者 

 

■その他 

・ 大会が終了した時点でポイントの対象となります。 

（天候不順/その他諸事情により試合方法などの変更や中止となった場合のランキングポイントの付与の

判断は全て当該大会のディレクターまたは事務局の判断となります） 

・ 順位別トーナメントが無い大会については当該大会のドロー記載のポイントに準じます。 

・ 大会レベルは大会要項に記載します。 

・ ランキングポイントの有効期間は 1年間（365日）です。 

上記を経過したポイント/ゲーム数はカウントの対象になりません。 

・ 通常大会においてはベースポイント表をもとにポイントを付与しますが 特別な事情や大会により 

独自のベースポイント表に基づき加算し計算することがあります。 

 

 

 

 

 

 



ランキング規定 

1.名称 

本ランキング規定は、ジュニアチャレンジマッチランキング（ Junior Challenge Match：以下 JCM ランキング）

と称し、本ランキングのデータとなる各選手のポイントは、ジュニアチャレンジマッチポイント（ Junior Challenge 

Match Point：以下 JCM ランキングポイント）と称します。 

2.目的 

JCM ランキング規定は、全国一律のジュニアテニスランキングシステムにより、各大会におけるシード選手の選考や、

選手のモチベーション向上と実力の向上を目指します。 

3.管理 

JCM ランキングは、ファイブフォー株式会社が管理し、ランキングは各週単位で更新しインターネット及び一般専

門誌などの媒体へ随時発表します。 

4.対象大会 

JCM ランキングは、ファイブフォー株式会社が主催/共催する大会、もしくは特別に認めた大会を対象としスポ

人（ファイブフォー株式会社）に会員登録したジュニア選手に与えられます。 

5.ポイント 

JCM ランキングは、ファイブフォー株式会社監修の独自ランキング制度を採用し、各大会に出場して獲得でき

るポイントは前項のポイント表に従います。 

6.順位 

JCM ランキングは、年度毎に、開催された対象大会に出場して獲得したポイントの合計ポイントの多い選手を

上位とし獲得ポイントが同一の場合は同位とします。（特別に選考が必要な場合の順位は抽選とします。） 

7.区分 

JCM ランキングは、年齢区分に関係なく男女別 16歳以下の総合ランキングと年齢別（10歳/12歳/14歳/16

歳）のランキングで発表されます。 

8.例外 

JCM ランキングは、ジュニアを卒業した時点で適用外となります。 

9.改正 

本規定は、実情に対応して常時内容を検討・改正できるものとする 


